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一般財団法人島根県建築住宅センター

確認検査手数料、標準的な処理期間及び決裁区分等に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、別に定める一般財団法人島根県建築住宅センター確認検査業務規程に基づき一般

財団法人島根県建築住宅センター（以下「センター」という。）が実施する確認検査業務に係る手数料、

標準的な処理期間及び決裁区分等について、必要な事項を定める。

（確認検査手数料）

第２条 各確認検査手数料は、次の表に掲げるとおりとする。

業務対象の種別（建築物の場合は、床面積

の合計）
確認手数料 中間検査手数料 完了検査手数料

建築物

30 ㎡以内のもの 7,000 円 － 12,000 円 

30 ㎡を超え、100 ㎡以内のもの 12,000 円 － 15,000 円 

100 ㎡を超え、200 ㎡以内のもの 17,000 円 18,000 円 
19,000 円 

（18,000 円） 

200 ㎡を超え、500 ㎡以内のもの 23,000 円 26,000 円 
27,000 円 

（26,000 円） 

建築設備

建築基準法施行令（以下この項に

おいて「令」という。）第 146 条

第１項第１号に掲げるもの

12,000 円 － 16,000 円 

工作物
令第 138 条第１項各号に掲げる

もの
11,000 円 － 12,000 円 

２ 前項の表の床面積の合計は、計画の変更に係る確認手数料の場合は、計画の変更に係る部分の床面

積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積）とする。この場合におい

て、計画の変更に係る部分の床面積は、建設省住宅局建築指導課長通達（平成 11 年４月 28 日付け建

設省住指発第 202 号）の「計画変更床面積算定準則」により算定する。 
３ 中間検査又は住宅瑕疵担保保険に係る検査を受けた建築物に係る完了検査手数料は、第１項の表の

括弧内の額とする。

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下この項において「建築物省エネ法」とい

う。）第 12 条第１項又は第 13 条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画のエネルギ

ー消費性能適合性判定（以下この項において「適合判定」という。）を受けた建築物に係る完了検査手

数料は、第１項の表に掲げる額に 11,000 円（直前の適合性判定（建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則第 11条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けている場

合は、直前の当該書面の交付証明）を建築物省エネ法第２条第１項第５号の所管行政庁又はセンター

以外の建築物省エネ法第15条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関から受けた建築物に係

るものにあっては、22,000 円）を加えた額とする。 

（確認検査手数料の減額）

第３条 申請に係る建築物、建築設備又は工作物（以下この条において「建築物等」という。）が公共事

業の実施のため補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造するものである場合は、確認

検査手数料は、第２条に規定する額の２分の１の額とする。

２ 前項の規定により確認検査手数料の減額を受けようとする者は、公共事業施行者の発行する証明書
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を確認申請書、中間検査申請書又は完了検査申請書に添えて提出しなければならない。 
（確認申請と同時に提出された場合の手数料の減額について） 

第４条 確認申請と各制度の申請が重複する場合の手数料については、別途協議する。 
２ 住宅供給公社等について、特に必要と認めたときは、別途協議する。 
（確認検査手数料の返還について） 

第５条 納入した確認検査手数料は、センターの責に帰すべき事由により確認検査が実施できなかった

場合を除き返還しない。 

（確認検査業務の標準的な処理期間） 
第６条 確認検査業務の標準的な処理期間は、次の表に掲げるとおりとする。 

業務の種別 申請の時期 

標準的な処理期間 

建築基準法（以下「法」とい

う。）第６条第１項第１号か

ら第３号までの建築物 

法第６条第１項第４号の

建築物、建築設備及び工

作物 

確認 工事着工前 ３５日以内 ７日以内 

中間検査 
特定工程に係る工事を終えた

日から４日が経過する日まで 
  ４日以内 ４日以内 

完了検査 
工事完了日から４日が経過す

る日まで 
  ７日以内 ７日以内 

２ 前項において、確認業務の標準的な処理期間は、消防同意を要する場合は消防同意後のものとし、

特定構造計算基準等への適合性の審査においてこの期間内に適合が確認できない合理的な理由がある

場合は３５日の範囲内の必要な日数を加えたものとする。 
（確認に係る決裁区分等） 

第７条 確認に係る決裁区分は、次の表に掲げるとおりとする。 

決裁区分 確認対象 

理事長 
１．床面積の合計が 300 ㎡以上のもの 
２．許可又は認定を要するもの 
３．その他必要があると判断したもの 

事務局長 決裁区分が理事長であるもの以外のもの 

２ 確認業務に当たっては、集団規定等について特定行政庁等に照会を行うとともに、その必要がある

と判断した場合は、特定行政庁と協議する。 
   附 則 

平成１１年１２月１日施行 
平成１３年４月３日変更 
平成１４年４月１５日変更 
平成１７年６月１日変更 
平成２０年６月２０日変更 
平成２５年４月１日変更 
平成２６年６月２０日変更 
平成２９年４月１日変更 
令和６年２月１日変更 
令和６年４月１日変更 


